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船舶事故調査報告書 

                               

令和２年２月５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３１年３月６日 １０時５１分ごろ 

発生場所 長崎県壱岐
い き

市阿母
あ ぼ

鼻南西方沖 

 壱岐大瀬
う せ

灯台から真方位３２７°２.８海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°４７.５′ 東経１２９°３６.８′） 

事故の概要  警戒船第五十八生長
せいちょう

丸は、漂泊中、また、漁船男海
だんかい

は、南南西進

中、両船が衝突した。 

 第五十八生長丸は、右舷中央部に凹損を生じ、また、男海は、球状

船首部に圧壊を生じた。 

事故調査の経過  平成３１年４月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 警戒船 第五十八生長丸、１９トン 

   ２６０－３０７６６長崎、株式会社なかはら（Ａ社） 

   １１.９５ｍ（Lr）×５.００ｍ×２.１９ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、３６７.７５kＷ、平成５年１月 

Ｂ 漁船 男海、１６トン 

   ＮＳ２－１３６０２（漁船登録番号）、株式会社カイユウ 

   １６.５０ｍ（Lr）×３.８５ｍ×１.４５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、６２５.２０kＷ、昭和６０年９月２７日 

   第２９２－５０９４６号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成５年７月２２日 

    免許証交付日 平成２９年９月１４日 

           （令和５年７月２１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３７歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１５年３月１７日 

    免許証交付日 平成２９年１０月５日 

           （令和５年３月１６日まで有効）   

 死傷者等 なし 
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 損傷 Ａ 右舷中央部に凹損 

Ｂ 球状船首部に圧壊 

 気象・海象 気象：天気 小雨、風向 北、風力 ３、視程 約２Ｍ 

海象：波高 約２.０ｍ、潮流 西流約２.０ノット（kn） 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、Ａ社の社員１人を乗せ、魚礁設

置の作業の警戒をする目的で、平成３１年３月６日０８時００分ご

ろ、阿母鼻南西方沖に向け、壱岐市郷ノ浦
ご う のう ら

港を出港した。 

Ａ船は、０８時４５分ごろから、阿母鼻南西方沖において、魚礁の

設置作業を行う、錨泊中の起重機船（以下「本件作業船」という。）

に社員を移乗させたあと、本件作業船の西方において主機を中立運転

とし、作業の状況及び蟐
じょう

蛾
が

ノ瀬戸と本件作業船の東方を行き来する漁

船の動きを注視しながら、漂泊していた。 

Ａ船は、漂泊中、船体が潮流を受けて西方に流されるので、本件作

業船との距離が約２００ｍまで離れたら、主機を使用して本件作業船

の西方約１３０ｍの場所までの移動を繰り返していた。 

船長Ａは、１０時２０分ごろ本件作業船に接近するようにＡ船の移

動を開始した際に本件作業船と壱岐島の間を南下する漁船を視認した

が、周囲に他の漁船を視認しなかったので、Ａ船に接近して来る船舶

はいないと思い、引き続き東方を注視していた。 

船長Ａは、１０時４０～４５分ごろＡ船の移動を終えたので、西方

に船首を向けた状態で主機を中立運転として約５～６分後、操舵室で

船首方を目視で確認してから船尾側の机を向いてパイプ椅子に腰を掛

け、書類の整理を行っていたところ、１０時５１分ごろ右舷側及び船

首部に何かが当たった音を聞いた。 

船長Ａは、船橋から出て船首甲板から右舷方を見たところ、Ｂ船

が、右舷方約６～１０ｍの距離に、船首をＡ船の右舷中央部に向けた

状態で停船しているのを認めた。 

船長Ａは、Ｂ船船首部に出てきた船長ＢからＢ船の状況を聞いた

後、Ａ船の機関室などを見て浸水していないこと及び右舷中央部に凹

損があることを確認した。（写真１、写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ａ船（吹き流しはイメージ図） 
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写真２ Ａ船右舷の損傷箇所（合成写真） 

 

船長Ａは、本事故の発生を海上保安庁に通報し、作業現場から離れ

た場所で海上保安官による調査を受けた後、作業現場に復帰した。 

Ｂ船は、まき網船団に所属する探索船兼灯船で、船長Ｂが１人で乗

り組み、操業の目的で、平成３１年３月５日１２時００分ごろ長崎県

対馬
つ し ま

市対馬東方沖の漁場に向けて長崎県佐世保市太郎
た ろ う

ヶ
が

浦
うら

漁港を出港

し、船団の僚船６隻と共に操業を行った後、６日０６時過ぎに帰途に

ついた。 

 Ｂ船は、１２Ｍレンジ及び０.５Ｍレンジで、それぞれコースアッ

プとしたレーダー２台を作動させ、ＧＰＳプロッターを使用し、船長

Ｂが操舵室で操縦席に腰を掛け、壱岐島西方沖に向けて自動操舵によ

り、約１２knの対地速力で南南西進した。 

船長Ｂは、レーダー画面で約７Ｍ船首方に船舶の映像を発見して次

第に同映像から帯状の弧が延びる状態を認めたが、約３Ｍ船首方を先

行している僚船（以下「僚船Ａ」という。）の船長から阿母鼻南西方

に本件作業船がいることを聞き、その映像と思った。 

船長Ｂは、レーダー画面で他に船舶らしい映像は確認できなかった

ので周辺に他の船舶はいないと思って航行を続け、小雨により視界が

不明瞭な中、左舷船首方約２Ｍに本件作業船を視認したので、概ねそ

のままの針路でその西方（沖側）を約０.１Ｍの距離で通航しようと

思った。 

Ｂ船は、船長Ｂが、手動操舵に切り替えて、目視及びレーダーで本

件作業船を注視しながら航行していたところ、船首方約５～６ｍにＡ

船の船橋付近を認めてすぐに機関を後進運転にしたものの、間に合わ

ずに球状船首部がＡ船の右舷中央部に衝突した。 

（写真３ 参照） 

 

 

 

 

 

凹損箇所 
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写真３ Ｂ船（陸揚げ後） 

 

船長Ｂは、後進で少し下がって、機関を中立運転とし、船長Ａと話

をしたあと海上保安庁からの指示で郷ノ浦港にＢ船を着岸させ、海上

保安官による調査を受けた。 

Ｂ船は、自力で太郎ヶ浦漁港に帰港した。 

（付図１ 航行経路図、付表１  Ｂ船のＧＰＳ記録（抜粋） 参照） 

 その他の事項  船長Ａは、出港時に乗船したＡ社の社員が、本件作業船に移乗せず

に見張りを行うと思っていた。 

船長Ａは、ふだん、本件作業船付近の海域では、壱岐島の漁船が蟐

蛾ノ瀬戸から壱岐島陸岸（西岸）寄りを通航し、また、北松浦半島方

面に帰航する漁船が、壱岐島西方の沖合を離れて通過すると認識して

いた。 

船長Ａは、レーダーを作動させていたが、約２Ｍの視程があったの

で、主に目視で見張りを行っていた。 

Ａ船は、他船から視認が容易にできるように、警戒用の白色旋回灯

及び橙色旋回灯を点灯するとともに、吹き流し*1を掲揚していた。 

船長Ｂは、Ｂ船が約１２kn 以上の対水速力で航行する際、船首が浮

上し、操縦席に腰掛けた状態で正船首右舷約１０°から左舷約１５°

までの範囲に死角を生じるので、主にレーダーでの見張りを行ってい

たものの、船首を振りながらの死角を補う操船を行っていなかった。 

船長Ｂは、Ａ船の灯火及び吹き流しを視認できなかったのは、Ｂ船

船首の死角に入ったからではないかと本事故後に思った。 

船長Ｂは、レーダー画面上に、本件作業船の映像から、複雑な構造

物のある大型船で見られるような帯状の弧が延びていたので、Ａ船は

その帯状の映像の中に重なっていたのではないかと本事故後に思っ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ あり 

                             
*1 「吹き流し」は、筒型布製のもので風見に使用されることが多いが、このときは、存在の目印として

使用された。 

損傷箇所 
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 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、阿母鼻南西方沖において警戒業務を行いながら漂泊中、船

長Ａが、Ａ船に接近してくる船舶はいないと思い、船尾方（東方）を

向いて書類の整理を行いながら漂泊を続けたことから、Ｂ船が接近し

ていることに気付かずに、Ｂ船と衝突したものと考えられる。  

Ｂ船は、船首方に死角を生じた状態で、阿母鼻南西方沖を南南西進

中、船長Ｂが、本件作業船の近くに他の船舶はいないと思い、本件作

業船を注視しながら航行を続けたことから、Ａ船に接近していること

に気付かずに、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、Ａ船がＢ船船首の死角に入ったことから、Ａ船を視認で

きず、また、レーダー画面上で、本件作業船の映像から延びた帯状の

弧がＡ船の映像に重なり、Ａ船の映像を認識できなかった可能性が考

えられる。 

原因  本事故は、阿母鼻南西方沖において、Ａ船が警戒業務を行いながら

漂泊中、Ｂ船が船首方に死角を生じた状態で南南西進中、船長Ａが、

Ａ船に接近してくる船舶はいないと思い、船尾方（東方）を向いて書

類の整理を行いながら漂泊を続け、また、船長Ｂが、本件作業船の近

くに他船はいないと思い、本件作業船を注視しながら航行を続けたた

め、互いに接近していることに気付かず、両船が衝突したものと考え

られる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・航海中は、他船はいないなどの先入観を持たず、常時適切な見張

りを行うこと。特に警戒業務中は、警戒監視に専念すること。 

・船首方に死角を生じるときは、船首を左右に振るなどして死角を

補う操船を行うこと。 

・レーダー画面で、帯状の弧が延びた船舶等の映像が認められる時

は、適切な受信感度とすると共に、その映像の付近を目視で確認

すること。 
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付図１ 航行経路図 

 

 
 

 

   

 

阿母鼻 

郷ノ浦港 

事故発生場所 

（平成３１年３月６日 

 １０時５１分ごろ発生） 

山口県 

蟐蛾ノ瀬戸 

福岡県 
長崎県 

対馬 

壱岐市 

壱岐島 

本件作業船 

Ａ船及びＢ船衝突時の状態 

平戸市 

的山大島 

壱岐大瀬灯台 

Ａ船 

Ｂ船 

Ｂ船航跡（ＧＰＳデータ） 
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付表１  Ｂ船のＧＰＳ記録（抜粋） 

時 刻 

（時：分：秒） 

船位※ 

北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

10:25:09 33-53-14.7 129-38-31.5 

10:26:09 33-53-01.7 129-38-27.7 

10:27:09 33-52-48.8 129-38-24.0 

10:28:09 33-52-35.1 129-38-20.3 

10:29:09 33-52-21.9 129-38-16.9 

10:30:09 33-52-08.7 129-38-13.5 

10:31:09 33-51-55.9 129-38-10.0 

10:32:09 33-51-42.9 129-38-06.5 

10:33:09 33-51-29.8 129-38-03.0 

10:34:09 33-51-17.0 129-37-59.6 

10:35:09 33-51-04.1 129-37-56.1 

10:36:09 33-50-51.1 129-37-52.6 

10:37:09 33-50-38.0 129-37-49.0 

10:38:09 33-50-25.0 129-37-45.1 

10:39:09 33-50-11.9 129-37-41.4 

10:40:09 33-49-57.7 129-37-37.6 

10:41:09 33-49-45.9 129-37-33.8 

10:42:09 33-49-32.9 129-37-29.8 

10:43:09 33-49-19.6 129-37-25.9 

10:44:09 33-49-06.5 129-37-22.0 

10:45:09 33-48-52.9 129-37-17.7 

10:46:09 33-48-39.4 129-37-13.2 

10:47:09 33-48-26.2 129-37-89.5 

10:48:09 33-48-12.7 129-37-04.6 

10:49:09 33-47-59.2 129-37-00.2 

10:50:09 33-47-45.7 129-36-55.7 

10:51:09 33-47-32.9 129-36-48.6 

10:52:09 33-47-31.1 129-36-47.3 

10:53:09 33-47-31.0 129-36-46.7 

※船位は操舵室上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 

 

 

 


